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２ 許可の種類－法第３条－ 

（１）知事許可と大臣許可 

   建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。 

  イ 知事許可 

    １つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。 

  ロ 国土交通大臣許可 

    ２つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）許可の区分（一般建設業と特定建設業） 

   建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。（同一の建設業者が、同一業種につ

いて一般と特定の両方の許可を受けることはできません。） 

 

元 請 

工事の一部を下請に出す場合で、その

契約金額（複数の下請業者に出す場合

はその合計額）が5,000万円（建築一

式は8,000万円）以上になる場合 

１ 左記の金額が 5,000 万円（建築

一式は8,000万円）未満 

２ 工事の全てを自分（自社）で施工 

 

 

 

   この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、法令上特別の義務

が課せられます。また、特定建設業の許可を取得する場合、営業所には特定営業所技術者を置く必要

があります（営業所技術者等については18ｐを参照）。 

  

 

 

 

 

 

発 注 者 

特 定 建 設 業 一 般 建 設 業 

（注）営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次

の要件を備えているものをいいます。 

  ① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。 

  ② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられて

いること。 

  ③ 建設業の経営経験を有する役員等（建設業法施行規則第７条第１号の要件を満たす者）又

は建設業法施行令第３条の使用人（①に関する権限を付与された者）が常勤していること。 

  ④ 営業所技術者等が常勤していること。 

【注８】〔指定建設業について〕 

    次の７業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められてい

るため、特定建設業の許可を受けようとする者の特定営業所技術者は、一級の国家資格

者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 

    土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業及び造

園工事業 
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３ 許可の有効期間－法第３条－ 

  許可の有効期間は、許可のあった日から５年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許

可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。 

  したがって、引き続き当該許可に係る建設業者として営業する場合には、期限が満了する日の３０日

前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続

きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、当該許可に係る建設業者として営業することができなく

なります。 

  なお、許可の更新の手続きを行えば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまで

は、従前の許可が有効です。 

 

４ 許可の基準（許可を受けるための資格要件）－法第７・８・15条－ 

許可を受けるためには、次の５つの項目の資格要件を備えていることが必要です。 

１ 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。（法第７条第１号（一般

建設業）、第１５条第１号（特定建設業）） 

（１）経営業務の管理責任者（体制）として国土交通省令（建設業法施行規則（以下「規則」という。））

で定める基準に適合する者であること。（規則第７条第１号【一般建設業・特定建設業共通】） 

イ 経営業務の管理責任者 

常勤役員等のうち１人が①～③のいずれかに該当する者であること。 

「常勤役員等」とは 

法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの 

個人である場合にはその者又はその支配人 

「役員」とは 

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。 

① 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 

「経営業務の管理責任者」とは 

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事

業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経

営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者 

② 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権

限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有する者 

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは 

  業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事

業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制

上の地位にある者 

「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」とは 

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委

譲を受ける者として専任された者（例：執行役員） 
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③ 建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責

任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 

「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは 

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業

者との契約の締結等の経営業務全般 

ロ 経営業務の管理責任体制 

①及び②の要件全てに該当すること。 

① 常勤役員等のうち１人が次のいずれかに該当する者であること 

１ 建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員等又は役員等に

次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）

としての経験を有する者 

「財務管理の業務経験」とは 

建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への

代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験 

「労務管理の業務経験」とは 

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務

経験 

「業務運営の業務経験」とは 

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験 

２ ５年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員等としての経験

を有する者 

② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を５年以上有する者であるこ

と。（ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建

設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。） 

１ 財務管理の業務経験 

２ 労務管理の業務経験 

３ 業務運営の業務経験 

※ 常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経

験を有する者であるときは、その１人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐す

る者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する

地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができる。 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

 

【経営業務の管理責任者（体制）の基準一覧】 

経験期間

の地位 

建設業に関する

経営業務の管理

責任者 

建設業に関する経営業務の管理責

任者に準ずる地位 

建設業に関する

役員又は役員等

に次ぐ職制上の

地位 

役員等（建設業

以外の職種を含

む） 

経験の内

容 

経営業務の管理

責任者としての

経験 

経営業務を執行

する権限の委任

を受けた者とし

て経営業務を管

理した経験 

経営業務の管理

責任者を補佐す

る業務に従事し

た経験 

役員等に次ぐ職制上の地位の場合

は財務管理・労務管理・業務運営

のいずれかの経験に限る） 

経験年数 ５年以上 ６年以上 

５年以上 

（建設業に関する役員等の経験２

年以上含む） 

常勤役員

等を直接

補佐する

者 

   

建設業の財務管理・労務管理・業

務運営についてそれぞれ業務経験

５年以上の者 

（１人の者が複数の経験を兼ねる

ことが可能） 

根拠法令

（規則） 

第７条第１号イ

（１） 

第７条第１号イ

（２） 

第７条第１号イ

（３） 

第７条第１号ロ

（１） 

第７条第１号ロ

（２） 

 

（２）社会保険加入事業所として、次のいずれにも該当する者であること。（規則第７条第２号）【一般

建設業・特定建設業共通】 

イ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第３項に規定する適用事業所に該当する全ての

営業所に関し、健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第１９条第１項の規定によ

る届書を提出した者であること。 

ロ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第６条第１項に規定する適用事業所に該当する

全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則（昭和２９年厚生省令第３７号）第１３条第１項

の規定による届書を提出した者であること。 

ハ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業の事業所に該当す

る全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１４１条第１項の

規定による届書を提出した者であること。 
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２ 営業所ごとに営業所技術者等を置いていること。（法第７条第２号（一般建設業）、法第１５条第２

号（特定建設業）） 

「営業所技術者等」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいう。 

２以上の業種の許可を申請する場合、同表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、

それぞれの業種の「営業所技術者等」を兼ねることができる。 

営業所技術者等は、建設業の他社の技術者、管理建築士及び宅地建物取引主任者等他の法令により

専任性を要するとされる者と兼ねることはできない。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、

兼ねることができる。 

許可を受けることができる建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により

必要となる技術資格要件の内容が異なる。また、特定建設業の許可を取得した建設業者の営業所に置

かれる営業所技術者は、「特定営業所技術者」と呼ばれる。営業所技術者等となり得る技術資格要件は

以下のとおりである。 

一般建設業の営業所技術者となり得る 

技術資格要件（次の①～③のいずれか） 

特定建設業の特定営業所技術者となり得る 

技術資格要件（次の①～③のいずれか） 

① 一定の国家資格等【注１】を有する者 

 

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に

関して、下記のいずれかの実務経験【注２】を有

する者 

 ・大学又は高等専門学校の指定学科【注３】を卒

業した後３年以上の実務経験を有する者 

 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科【注３】 

  を卒業した後５年以上の実務経験を有する者 

 ・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもの

で指定学科【注３】を卒業した後３年以上の実

務経験を有する者  

 ・専修学校の指定学科【注３】を卒業した後５年

以上の実務経験を有する者  

 ・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後

３年以上の実務経験を有する者 

  ただし、指定建設業【注８】及び電気通信工事業

は除く。 

 ・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後

５年以上の実務経験を有する者 

  ただし、指定建設業【注８】及び電気通信工事業

は除く。 

 ・１０年以上の実務経験を有する者 

 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有

する者【注４】 

 

① 一定の国家資格等【注１】を有する者 

 

② 一般建設業の営業所技術者となり得る技術資

格要件を有し、かつ、許可を受けようとする

建設業に係る建設工事に関して、発注者から

直接請け負い、その請負代金の額が４，５０

０万円以上【注６】であるものについて２年

以上の指導監督的な実務の経験【注７】を有

する者 

ただし、指定建設業【注８】は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他  

 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該

経験の内容につき国土交通大臣の個別審査
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③ その他  

 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験

の内容につき国土交通大臣の個別審査【注５】

を受け一般建設業の営業所技術者となり得ると

してその認定を受けた者 

 

【注５】を受け一般建設業の営業所技術者

となり得るとしてその認定を受けた者 

 ・指定建設業【注８】に関して、過去に特別認

定講習を受け、同講習の効果評定に合格した

者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合

格した者【注９】 

 

 

【注１】営業所技術者等となり得る国家資格者等一覧（Ｐ.７２～７７） 

【注２】「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当

たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及

びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については

含まれません。《建設業許可事務ガイドラインについて》 

【注３】指定学科一覧（Ｐ.７０） 

【注４】一般建設業の営業所技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」一覧（Ｐ.２９） 

【注５】国土交通大臣の個別審査は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課にお問い合わせ下さい。 

【注６】以下についても４，５００万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。 

   ・昭和５９年１０月１日前に請負代金の額が１，５００万円以上４，５００万円未満の建設工事に

関して積まれた実務の経験 

   ・昭和５９年１０月１日以降平成６年１２月２８日前に請負代金の額が３，０００万円以上 

４，５００万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験 

【注７】「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は

工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。《建設業

許可事務ガイドラインについて》 

【注８】指定建設業とは以下のとおり。 

    土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 

    計７業種 

【注９】この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたものですの

で、現在、新規に当該講習等を受けることはできません。 
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３ 法人の役員等及び政令で定める使用人（支店長、営業所長等）又は個人及び政令で定める使用人（支

配人）が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。（法第７条第３

号【一般建設業・特定建設業共通】） 

「役員等」とは 

相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主（個人に限る）、出資の総額の100分

の5以上に相当する出資をしている者（個人に限る）、その他役職を問わず取締役と同等以上の支配

力を有する者 

「不正又は不誠実な行為」とは 

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、

工期等請負契約に違反する行為 

建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことによ

り、免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて５年を経過しない者は、誠実性のな

い者として取り扱われる。 
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４ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。（法第７条第４号（一般

建設業）、法第１５条第３号（特定建設業）） 

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業 

倒産することが明白でなく、かつ、イ、ロ又は

ハのいずれかに該当すること。 

イ 自己資本の額が500万円以上あること。 

「自己資本」とは 

法人の場合：純資産合計額 

個人の場合：期首資本金、事業主借勘定、

事業主利益の合計額から事

業主貸勘定の額を控除した

額に負債の部に計上されて

いる利益留保性の引当金、

準備金の額を加えた額 

ロ 500万円以上の資金調達能力があること。 

「資金調達能力」とは 

担保とすべき不動産を有していること等

により金融機関から資金の融資が受けられ

る能力 

（提出書類：取引金融機関発行の500万円以

上の預金残高証明書、融資可能証明書等（申

請受理前１か月以内のもの）） 

ハ 許可申請直前の過去５年間宮城県知事許可

を受けて継続して営業した実績があること。 

※ 新規に許可を受けてから初めての更新で

は、建設業の継続について申立書の提出があ

り決算変更届により確認できれば５年間の

実績とみなすことができる。 

倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近

の貸借対照表（定時株主総会の承認を得たもの）

において次の全ての要件に該当すること。 

イ 欠損の額が資本金の額の20％を超えていな

いこと。 

ロ 流動比率が75％以上であること。 

ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。 

※ 申請日までに増資を行うことで基準を満

たすことも可能（増資後の登記事項証明書を

添付すること） 

ニ 自己資本の額が4，000万円以上であること。 

※ 新規設立の場合は、資本金の額が4,000万

円以上であれば上記に該当する。 

 

※ 決算期を変更すれば財産的基礎を満たす場合  

には、変更後の決算期における変更届出書の提

出が必要。（定款・議事録・確定申告書の原本と

写しを添付） 

【特定建設業の財産的基礎の計算式】 

事 項 法 人 個 人 

①欠損比率 

 

②流動比率 

  

③資 本 金 資 本 金≧2,000万円 期首資本金≧2,000万円 

④自己資本 
純資産合計≧4,000万円 

純資産合計≧4,000万円 

（預金残高証明書による） 

 

※繰越利益剰余金が負の場合，以下の式にあてはめて判断する
 (繰越利益剰余金が正の場合は，欠損が出ていないので要件を満たす)

                 ×100≦20％

　　　　　　　　　　　　　資本金
 繰越利益剰余金－(資本剰余金＋利益準備金＋その他の利益剰余金)

流動資産合計
　　×100≧75％

流動負債合計

流動資産合計
　　×100≧75％

流動負債合計

事業主 損 失＋事 業主 貸勘定＋ 事業主 借 勘定

期 首 資 本 金 

×100≦20％ 繰越利益剰余金 
のマイナスをとる 
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５ 欠格要件等に該当しないこと。（法第８条【一般建設業・特定建設業共通】） 

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられない。 

※ 成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書等により、回復の見込み

や医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができると認められる場合については、欠格事由に該当しない場合がある。詳細は個

別の相談による。 

（１）法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次に掲げる事由に該

当しているとき。 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて５年を経過しない者 

ハ 許可の取消を逃れるために廃業の届出をしてから５年を経過しない者 

ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすお

それが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜら

れ、その停止の期間が経過しない者 

ホ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者 

ヘ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令（→建設業

法施行令第３条の２）で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者 

ト 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者） 

チ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令（→建設業法施行

規則第８条の２）で定めるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（２）許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載

が欠けているとき。 

 


